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産業構造審議会 通商・貿易分科会 特殊貿易措置小委員会（第27回） 

議事録 

 

日時：令和2年9月8日（火曜日）13時00分～14時40分 

場所：Web会議  

 

議題 

1. 中華人民共和国産トリス（クロロプロピル）ホスフェートに対する不当廉売関税の課

税に関する調査の結果について 

2. 大韓民国産炭酸カリウムに対する不当廉売関税の課税に関する調査の開始について 

3. 大韓民国及び中華人民共和国産水酸化カリウムに対する課税期間の延長に関する調査

の開始について 

4. アンチダンピング措置の共同申請及び団体申請の活用促進に関する研究会の開催状況

について 

 

議事内容 

○川瀬小委員長  それでは、定刻を若干過ぎておりますので、ただいまより第27回産業

構造審議会通商・貿易分科会特殊貿易措置小委員会を開催させていただきます。 

  

 最初に定足数の確認をしておきますが、本日は臨時委員12名のうち現時点で11人の御出

席が確認できておりますので、定足数を満たしているということを報告いたします。 

 それでは、まず、事務局を代表いたしまして、風木貿易管理部長から一言御挨拶をいた

だきます。 

○風木貿易管理部長  川瀬小委員長、どうもありがとうございます。本日は、委員長は

じめ委員の方々、御多忙の中参加いただきまして、大変ありがとうございます。日頃から

経済産業行政、とりわけ貿易関係については大変お世話になっております。ありがとうご

ざいます。 

 私自身は7月に貿易管理部長を拝命いたしましたが、とりわけタイトルにあります特殊

貿易措置、貿易救済措置の分野につきましては、ＷＴＯのドーハ・ラウンドが2001年から

始まり、その際に交渉官を仰せつかっておりましたので、ＷＴＯのジュネーブや通商機構
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部で長年ルールメイキングに携わって参りました。また、委員会に参加して措置の監視も

経験があり、残念ながらドーハ・ラウンドは漂流している状態ではありますが、アンチダ

ンピングについてＷＴＯでは紛争処理でかなりルールが明確化される流れができまして、

そちらにもエンゲージしてまいりました。 

 貿易管理部では発動側・執行側として関与することになりましたので、非常に感慨深い

ところがあります。ここ数年、貿易管理部は非常にアクティブに貿易救済措置の活用を行

っており、特に製造産業、素材産業、鉄鋼、化学品関係は非常にニーズがあります。古い

時代には、経済産業省は措置について慎重な立場を取っていた時期もありましたが、これ

はＷＴＯルールで認められたものであり、ＷＴＯルールに基づいてしっかり発動する、不

公正貿易に対応するものであれば、当然活用するべきという立場を昨今は明確にしており

ます。したがいまして、毎年、案件を先生方、専門家の方々に御相談する形まで持ってこ

られたということであります。委員の皆様は、これまで長年関与いただいている方々が多

く、大変感謝しております。今後もこの分野をぜひ伸ばしていきたいと思っています。 

 御案内のとおり、米中対立の中でも様々な措置が出ている中で、貿易救済措置の経験が

相当ベースになっているということかと思います。米国法232条や301条など、一方的措置

もあります。一方で、そのベースにあるのが貿易救済措置をどう活用していくかというこ

とだと思いまして、その応用で、各国発動側に立つこともあれば防御側に回ることもある

わけですけれども、極めて重要な分野だということであります。 

 特に今年はコロナウイルスの流行で国境措置なども懸念される一方で、いち早く回復し

ている国もあり、鉄鋼分野で起きたような過剰供給問題なども懸念されるところです。ま

すます貿易救済措置に対するニーズが高まることが想定されますし、各国が発動している

中で、レベル・プレイング・フィールドを考えたとき、なぜ日本も発動できないのかとい

う話にもなります。更には、アンチダンピングのみならず、補助金相殺等の他の措置も十

分考えていったらいいのではないかと思っております。 

 これまで過去7件日本はアンチダンピング課税の発動に至っていて、今日新たに1件の調

査の結果、それから1件の新規調査の開始、それから1件の延長、計3件御報告させていた

だくところでございます。今後も各案件のご審議の結果、ご意見、あるいはこれまでの経

験を生かしてしっかりやっていきたいと思っています。 

 昨年の小委員会でご指摘をいただきましたアンチダンピングの共同申請に係る独禁法へ

の抵触のリスクの問題につきまして、非常に産業界のニーズがあることが分かりまして、
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現在、アンチダンピング措置の共同申請及び団体申請の活用促進に関する研究会を開催し

ております。本日ご出席の川瀬小委員長に座長になっていただきまして、それから服部委

員を含む通商法、競争法の専門家の方々で集中的にご議論いただいております。こちらの

検討状況についても後ほど事務局から報告させていただきます。これも産構審の小委員会

で議論したのがきっかけですので、しっかり成果を出せればと思っています。ぜひ先生方

も関心を持って見ていただければと思います。 

 以上、私の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

1. 中華人民共和国産トリス（クロロプロピル）ホスフェートに対する不当廉売関税の課

税に関する調査の結果について 

○川瀬小委員長  風木部長、どうもありがとうございました。それでは、早速議題に入

らせていただきますが、最初に、中華人民共和国産のトリス（クロロプロピル）ホスフェ

ートに対する不当廉売関税の課税に関する調査結果をまず取り上げたいと思います。 

 本日の議事録は公開を前提としておりますので、その旨併せてご承知おきいただきます

ようにお願いいたします。 

 それでは、本件について、事務局、平林室長と素材産業課の小林企画調査官からそれぞ

れお願いいたします。 

○平林特殊関税等調査室長  では、小林企画官から、まず、資料1―1、トリス（クロロ

プロピル）ホスフェート産業の現状について御説明させていただければと思います。 

○小林企画調査官  業界を所管する立場であります経済産業省素材産業課企画調査官の

小林と申します。私からは、ＴＣＰＰ、トリス（クロロプロピル）ホスフェートという物

質について御説明申し上げます。 

 ＴＣＰＰは、無色から淡黄色透明の液体でございまして、リン系の難燃剤として使用さ

れております。具体的には、建築用のウレタン断熱ボードを製造する際に難燃剤として添

加するほか、現場の施工の吹きつけ発泡ウレタンに難燃剤として添加するもので、建築現

場で広く使われております。建築以外にも、自動車、電気、電子用ウレタン系素材の部品

などに添加する難燃剤として使用されております。 

 そもそも難燃剤とは、通常は石油由来で燃えやすいプラスチックに添加することで、そ

のプラスチックを燃えにくくするためのものでございます。住宅建材をはじめ、自動車、
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家電、家具と、プラスチックの用途は幅広いですけれども、これらの分野で耐火基準を担

保するためにも、難燃剤は不可欠な素材でございます。難燃剤は、その構成成分に応じて、

リン系、臭素ハロゲン系、無機系などに区分できます。世界的にはハロゲン系は規制傾向

にありまして、本物質をはじめとしたリン系難燃剤の重要性は高まっております。 

 次に、ＴＣＰＰの製法について御説明申し上げます。ＴＣＰＰは、まず、黄リンに塩素

を反応させて酸塩化リンとした後に、酸素と反応させてオキシ塩化リンといたします。こ

れを原材料として、オキシ塩化リンと酸化プロピレンを一定条件下で反応させることでＴ

ＣＰＰとなります。 

 我が国では、申請者である大八化学工業が国内唯一のＴＣＰＰの生産者となっておりま

す。このＴＣＰＰの生産にとってキーポイントとなるのが黄リンです。 

 黄リンの生産には多量の電気が必要になりまして、現状、生産国は主に中国、アメリカ、

ベトナム、カザフスタンの4か国に限られております。特に中国は最大の生産、需要を占

めているなど、圧倒的な優位性を持っております。 

 このような背景の中、ＴＣＰＰを含むリン系の難燃剤の市場は、世界的にも価格優位性

を持つ中国系による寡占が進んでおりまして、我が国でＴＣＰＰを生産するのは大八化学

ただ1社となっております。仮に中国による不当廉売により国産ＴＣＰＰがなくなれば、 

住宅、自動車等の生産に不可欠であるＴＣＰＰが中国にのみ依存することとなることが懸

念され、サプライチェーン上のリスクを有することにもなりかねません。実際に中国産の

安価なＴＣＰＰにより、申請者である大八化学工業は原価割れで生産を余儀なくされてい

ることから、幅広く産業用途に不可欠なリン系難燃剤の国内生産へのこれ以上の悪影響を

防ぐためにも、確定措置の発動による保護の必要があるものと考えております。 

 以上でございます。 

○平林特殊関税等調査室長  ありがとうございます。では、続きまして、調査の概要に

ついて、特殊関税等調査室の平林から御説明させていただきたいと思います。 

 まず、調査の概要等についてです。 

 調査対象貨物につきましては、今、小林企画調査官から御説明があったとおりでござい

ます。今回の調査の期間でございますが、平成30年4月1日から平成31年3月31日の1年間を

ダンピング輸入の事実に関する調査の期間としております。また、実質的な損害等の事実

ということで、こちらは平成26年4月1日から5年間ということで、その間の調査をしてい

るところでございます。 
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 不当廉売関税の課税要件でございます。ここは、ダンピング輸入の事実が認められると

いうこと、本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が認められるということ、本邦の産

業を保護する必要があると認められることが要件となっております。 

 調査の経緯でございますが、昨年の8月5日に申請者である大八化学工業から課税の求め

がございました。9月26日に調査を開始したところでございます。その後、調査の過程を

経て、今年の5月25日に仮決定いたしております。その後、外為審の特殊関税部会での審

議を踏まえまして、6月27日より暫定関税を課しているところでございます。 

 この仮決定の後、利害関係者に対して意見の表明等の手続を踏まえて、重要事実の開示

につきましては7月15日に行っております。また、その後、仮決定同様に、重要事実に対

する利害関係者による意見の表明ということで手続を踏んでおりまして、本日の午前中、

関税・外国為替等審議会、外為審の特殊関税部会において、本件に対する答申が行われた

ところでございます。 

 ダンピング、不当廉売された貨物の輸入の事実につきまして、正常価格については、対

象国が中国でしたので、市場経済の条件が浸透しているか否かの事実を確認したところで

すが、供給者からその旨の事実が確認できなかったので、中国と比較可能な最も近い経済

発展段階にある国の企業の価格情報を用いて正常価格を算出しています。 

 輸出価格について、こちらも中国の供給者から回答はなく、我々が知り得た事実として、

輸入者に対して送付した質問状の回答から輸出価格を算出しております。その結果、

40.73％の不当廉売差額率を算出しております。 

 続きまして、実質的な損害等の事実でございます。 

 まず、Ｄの欄の中国産品の市場占拠率から御覧いただきたいのですが、支配的な水準を

中国産の貨物が占めていたというところを示しています。 

 また、Ｇの欄の価格比は、国産品を分母に、中国産を分子に置いて比較したものでござ

いますが、国産品を常に下回る価格で輸入されていたという事実を確認しております。 

 本邦産業への影響について、Ｅの欄は国産品の価格でございます。国産品の販売先を維

持、確保すべく、価格の引下げ、引上げの抑制を行い続けたということを表している欄で

ございます。 

 Ｊの欄は営業利益が著しく減少したところで、本邦産業への影響の事実を確認しており

ます。 

 因果関係は、中国以外の国からの影響ついても特に認められなかったことで、中国産品
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との因果関係が認められたという結果に至っております。 

 続きまして、本邦産業保護の必要性についてです。ダンピングの事実については先ほど

確認したとおりです。加えて、実質的な損害等の事実についても確認させていただきまし

た。不当廉売関税による本邦産業の保護の必要性を特に否定する事実が調査の中から確認

できませんでした。よって、不当廉売関税を課す必要性が認められたところでございます。 

 以上のとおり課税要件を満たしていることで、不当廉売関税を課することが適当である

と当局として判断をいたしたところです。先ほど申し上げましたとおり、午前中に外為審

で不当廉売関税を課すことが適当であるといった旨の答申がなされたところでございます。

したがいまして、今後、所定の手続を経て、中国産のＴＣＰＰに対して課税を行っていく

ということになっています。 

 実際に課税する関税率でございますが、37.2％ということになります。こちら、ＡＤ協

定上、不当廉売差額率を算定するに当たっては、輸出価格を分母に置いて差額率を算定す

るわけですが、実際に関税をかけるときには、日本の国境で入ってくるものに対して関税

をかけますので、その際には、この輸出価格に海上運賃や保険料等を足し合わせた輸入価

格を分母として関税率を計算していくということで、37.2％の関税を課すということにな

ります。 

 ＴＣＰＰについては以上でございます。 

○川瀬小委員長  製品差別化やグレードの問題もなく、シンプルな事案のようにお見受

けいたしました。それでは、委員の皆様方から御発言をお願いしたいと思いますが、ビデ

オをオンにしていただいて、どなたからでもどうぞ。河辺委員。 

○河辺委員  日化協の河辺でございます。本件については、対象国1か国に対し、知り

得た中国の供給者が19社。日本国内の生産者が1社ということも、この需給環境の一部を

表しているような気がしております。化学産業の分野で1社単独の申請ですが、その企業

が正当な措置を求めていただいたことが、課税することが適当であるとの調査結果につな

がった事例だと実感しております。今後も、引き続きこのような措置を求める行動に出て

ほしいと願っております。 

 日化協からは以上です。 

○川瀬小委員長  ありがとうございました。ほか、質疑、コメントございましたら、ど

うぞ、挙手の上、御発言ください。では、渡井委員、お願いします。 

○渡井委員  ありがとうございます。慶應義塾の渡井でございます。 
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 今、御説明をいただきまして、このケースで不当廉売関税を課すということは適切であ

るという点がとてもよく理解できました。一方で、国内ではこちらの企業様が1社だけと

いうことになりますと、競争の確保が難しい市場の状況であるようにも受け取れます。中

国以外の海外諸国からの輸入は、限られているのかもしれませんけれども、市場における

競争は確保できるとみてよろしいでしょうか。市場が限られていても、保護主義とは受け

取られないという理解でよろしいかどうか、確認させていただければと思います。 

○川瀬小委員長  平林室長、お願いします。 

○平林特殊関税等調査室長  本件の市場の構造がどうなっているのかということかと思

います。先ほど御説明させていただきましたとおり、国内の企業は大八化学工業1社であ

るということなのですが、市場占拠率を見たときに、中国産品の市場占拠率は支配的水準

であり、大八を除いた場合、ほぼ中国産品が国内市場を占めているという状況で、ほぼ中

国産品対国内産品といったような構造が市場全体としては存在しているといった状況でご

ざいます。 

○渡井委員  ありがとうございました。 

○川瀬小委員長  ありがとうございます。そのほかの御質問、コメント等ございました

ら、挙手をお願いします。宮﨑委員、どうぞ、お願いします。 

○宮﨑委員  日本製鉄の宮﨑でございます。御説明いただきまして、どうもありがとう

ございました。 

 本件の措置発動にあたり、ＮＭＥを適用し、またファクツ・アヴェイラブルを適用する

ことに異存ございません。理解のために質問させていただきたいと思っております。 

 先ほど平林室長から御説明いただいた4ページの本邦の産業の状況について、国産品の

販売量が足元の5年間で3倍に増え、中国産品の数量は若干少なくなり、中国産品の市場占

拠率が5年前の7割から9割ぐらいに減っている。これは要するに、当初は中国産品が国内

消費の9割ぐらいを占めていて、それが7割ぐらいに落ち、国産品が1割から3割ぐらいに増

えたと想定できます。もともと国内消費のかなりの部分を中国材に奪われていた状況から

足元の5年で徐々に回復傾向にあるという理解で良いかどうかを教えていただきたく、ま

た、今回、中国材に40％近いＡＤマージンを課したときに、非常に多くの中国材を買って

いた国内の下工程産業から反論等が出ていたのではないかと想定されるところ、少し補足

の御説明をいただけるとありがたいと思っています。 

 もう一つ、この表において、平成26年度と平成30年度を比較した場合、国産品の販売量
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が約3倍になったにも拘わらず、国産品の価格が8割程度に下がったことにより営業赤字に

なったように見えます。また売上高も250％程度まで上がっており、販売量が3倍になった

ことと合わせ、赤字になることを想定しにくい状況に見えることから、差し支えない範囲

で御説明いただけるとありがたいと思っています。 

 以上です。 

○川瀬小委員長  ありがとうございました。平林室長、お願いいたします。 

○平林特殊関税等調査室長  ありがとうございます。承知いたしました。 

 今、宮﨑委員から御指摘のあった点でございますが、当然我々は、一つの指標のみで判

断しているわけではなくて、15の指標に基づいて全体で判断させていただいているところ

でございます。 

 市場占拠率は支配的な水準を維持していたので、相当程度、国産品が中国産の影響を受

けているといった状態が既に続いていた現状がございました。 

 一方で、国産品の販売量が26年度に比べて30年度は206％、2倍近く伸びているのではな

いかといった話がございましたが、左側の図にも書かせていただいたとおり、価格を引き

下げつつも販売量の維持を確保しなければならなかったということで、26年度に比べて、

さらなる販売量を維持しなければ、申請者の言う限界利益を確保することができなかった

ところにつながってくるのかと思います。 

 また一方で、製造原価のところを御覧いただけるとお分かりになると思うのですが、例

えば28年度、29年度は、製造原価のコストが若干下がっていますが、その減少幅以上の国

産品の価格の引下げにつながっている。これは中国産品との価格の引き合いによってとい

うところでございます。また、製造原価は30年度においては101%で、29年度に比べてコス

トが上がったところが見られるわけですけれども、この分を製造原価のコスト上昇分以上

の、適切に価格を反映させて、利益を反映させて、価格を設定できているという状況には

ございませんでした。したがって、もともと非常に苦しい経営、直截に言えば赤字経営だ

ったところがさらに赤字経営につながっていってしまい、この表でいえば、相当程度、本

当に著しい営業利益の減少が確認されたといったところでございます。 

 以上でございます。 

○宮﨑委員  どうもありがとうございました。 

○川瀬小委員長  ありがとうございました。ほかの委員、特にございませんようなら、

次の議題に移らせていただきたいと思いますが、よろしいですか。 
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2. 大韓民国産炭酸カリウムに対する不当廉売関税の課税に関する調査の開始について 

○川瀬小委員長  それでは、その次は、韓国産炭酸カリウムに関する調査の開始につい

て、同じく事務局から御説明をいただきたいと思います。では、平林室長、よろしくお願

いします。 

○平林特殊関税等調査室長  大韓民国産炭酸カリウムに対する不当廉売関税の課税に関

する調査の開始について、御説明させていただきたいと思います。 

 まず、炭酸カリウムの申請の概要でございます。今年4月30日にカリ電解工業会から韓

国産の炭酸カリウムに対する課税を求める申請書の提出がございました。炭酸カリウムの

主な用途は、液晶パネル等のガラス類の原料や中華麺に添加するかんすいの原料などに使

われる無機化学品でございます。 

 韓国からの輸入状況を見ていきたいと思います。過去5年間の輸入量や輸入金額を表し

た図でございます。一旦平成30年に減少いたしておりますが、増加傾向にあることが見ら

れるかと思います。また、総輸入量に占める韓国産の割合が8割近くで、相当程度、韓国

からの輸入が行われている状況でございます。 

 この状況を踏まえして、調査開始の概要ですが、まず1つ目、ダンピング貨物の輸入の

事実というところでございます。韓国から日本への輸出価格と正常価格を比較すると、そ

の差額率が10％から40％のレンジで発生しているといった主張がなされております。 

 また、損害の事実は、先ほど御覧いただいたとおり輸入量が増加しております。また、

国内需要量に占める市場占拠率についても拡大しているという主張がなされております。

また、2つ目のポイントは、常にプライス・アンダー・カッティングの状態が続いている

ことで、国内販売価格の引下げを余儀なくされている、または十分な引上げが妨げられて

いるといった状況が主張されておりました。したがって、利潤が著しく悪化しているとこ

ろでございます。 

 当局といたしまして、これらの主張に対する十分な証拠があると認められましたので、

調査開始の必要性があるということで、今年の6月29日に調査を開始いたしました。 

 今後の調査手続の流れですが、調査は原則として1年以内に終了することとされており

ますので、6月29日に調査が開始されて、来年の6月末日までに最終決定を行うことで、現

在調査を進めているといったところでございます。 

 炭酸カリウムについては以上でございます。 



- 10 - 

 

○川瀬小委員長  どうもありがとうございました。それでは、各委員から、今の御説明

につきまして御質問ないしはコメントを頂戴したいと思いますが、カメラをオンにしてい

ただいて、こちらから御指名申し上げます。宮﨑委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

○宮﨑委員  たびたび申し訳ございません。日本製鉄の宮﨑です。 

 韓国以外の国からの輸入が20％程度続いているように見えますが、韓国以外の国につい

ては申請者からＡＤ調査開始の申請がなかったということでしょうか。これでは、韓国を

ＡＤ税で止めたときに、ほかの国からの輸入が増える恐れがあるのではないかと感じて、

御質問させていただく次第です。 

 以上です。ありがとうございます。 

○川瀬小委員長  平林室長、どうぞ。 

○平林特殊関税等調査室長  ありがとうございます。申請書においては、韓国からの輸

入に対しての問題提起がなされたところでございます。我々はこの申請に基づいて、現在

調査を開始しているところでございますが、先ほどのＴＣＰＰでも触れさせていただきま

したとおり、因果関係を調査するに当たって中国以外も調査をしたところでございます。

したがって、今回の炭酸カリウムに対する調査に関しましても、韓国産以外の輸入につい

ての影響がどうであるのかといったところについても、調査の過程では調べていくことに

なるかと思います。したがって、現段階では、予断をもって影響があるなしというところ

はまだ申し上げることができないと思っているところでございます。 

○宮﨑委員  ありがとうございます。よく分かりました。 

○川瀬小委員長  どうもありがとうございました。そのほかの方、コメント、御質問ご

ざいましたら、挙手をお願いいたします。安藤委員。 

○安藤委員  ありがとうございます。今の質問の補足のような形になるのですけれども、

2ページの実質的な損害の事実というところで、国内需要量に占める市場占拠率を拡大し

たという情報があります。これは、韓国の製品がどれぐらいからどれぐらいにアップした

などの情報はあるのでしょうか。 

○川瀬小委員長   ありがとうございます。平林室長、どうぞ。 

○平林特殊関税等調査室長  市場占拠率が何％から何％に拡大したと申請書では触れら

れているのかというところについてですが、この点については、申請書の内容については

非公開という形で調査を進めておりますので、この場で具体的な数字を申し上げることは

差し控えさせていただきたいと思います。 
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○川瀬小委員長  ありがとうございます。安藤委員、今の点はよろしいですか。どうも

ありがとうございます。 

 そのほかの方、何かコメント、御質問ございましたら、どうぞ。特段よろしいですか。

手は挙がっておりませんようですので。 

 

3. 大韓民国及び中華人民共和国産水酸化カリウムに対する課税期間の延長に関する調査

の開始について 

○川瀬小委員長 それでは、酸化カリウムの課税延長に関する調査開始について、こちら

もまた平林室長から御説明をいただきます。 

○平林特殊関税等調査室長  続きまして、資料3に基づいて説明させていただきます。

韓国産及び中国産の水酸化カリウムに対する課税期間の延長に関する調査の開始でござい

ます。 

 既に韓国産、中国産の水酸化カリウムに対しては、不当廉売関税を課税しているところ、

ちょうど4年前、平成28年8月9日から課税を開始しておりまして、来年の8月8日で課税期

間を迎えるということでございます。韓国に対しては49.5％、中国に対しては73.7％の関

税率を課しております。 

 水酸化カリウムの主な用途は、液体石けんや洗剤の原料、化学肥料の原料、アルカリ電

池の電解液、写真の現像液等、幅広い用途に使われている材料でございます。 

 調査開始の概要は、まず、7月7日、カリ電解工業会から課税期間の延長に関する申請が

ございました。 

 申請の概要につきまして、不当廉売されたダンピング貨物の輸入の継続または再発のお

それに関しては、韓国の本邦向けの輸出価格及び中国の第三国向けの輸出価格は正常価格

よりも低いという主張がなされています。 

 水酸化カリウムの輸入量につきまして、平成28年の課税後、結果として韓国の輸入量は

減少していましたが、令和元年に増加に転じております。また、中国の輸入量は、平成28

年以降は輸入が止まっているという状況でございます。 

 韓国の本邦向けの輸出価格と、中国の第三国向けというのは、日本に今輸出がされてお

りませんので、第三国向けの輸出価格を活用しました。いずれも両国の正常価格と比べて

低いといった主張がなされております。 

 韓国及び中国両国の供給者はいずれも余剰生産能力を有しているのだといった主張がな
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されており、よって、当該供給国内、中国国内及び韓国国内で吸収できる市場は存在しな

い、及び、海外においても追加的な供給を吸収できる市場は存在しないのだというところ

が主張されています。 

 一方で、本邦の産業に与える実質的な損害の継続・再発のおそれに関しては、本邦産業

は不当廉売された貨物を引き合いに出された、製造価格の上昇分を販売価格に転嫁できな

かった、よって価格の押し下げまたは上昇の妨げを受けているといった主張がなされてお

ります。その結果として、営業利益は平成29年以降下降しており、実質的な損害から回復

していないとの主張がなされております。 

 これらの主張に対して、それぞれ添付資料という形で証拠が提出されており、こちらに

ついても当局で検証させていただき、調査開始の必要性があると認められましたので、今

年の8月31日に調査を開始したといった流れになっています。 

 今後の手続の流れについては、先ほどの炭酸カリウムの調査と同様に、原則として1年

以内に終了することとされておりますので、来年の夏が終わる頃には最終決定をするとい

うスケジュールで現在調査を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○川瀬小委員長  平林室長、どうもありがとうございました。それでは、委員の皆様か

ら御質問、コメントを承りたいと思います。何か御発言がある方はどうぞ。ビデオをオン

にして挙手をお願いいたします。河辺委員、どうぞ。 

○河辺委員  御質問がなければ。コメントになってしまうのですけれども、いただいた

資料の中で、輸入動向を拝見しますと、平成28年の課税開始によって輸入数量の減少への

効果が確認されております。中国からの輸入量がなくなっているところから見ますと、ア

ンチダンピングがなくなった場合、再び韓国から日本に大量の製品が入ってくる危惧とい

うのはどうしても否めないと感じておりまして、ぜひ調査を進めていただき、事実確認を

お願いしたいと思っております。 

 以上でございます。 

○川瀬小委員長  どうもありがとうございました。ほかの委員の皆様、コメント、御質

問ございましたら。どうぞ、服部委員。 

○服部委員  御説明のところでも税率の変更に関する調査ではないという注意書きをい

ただいているので、現状での正常価格より輸出価格のほうが低いことについては主張があ

るということではあるのですが、それに基づいて、ゼロサムという言い方がいいのかあれ
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なのですが、現状のまま延長するかどうか判断することを意図されているという理解でよ

ろしいのでしょうか。 

○川瀬小委員長  平林室長、どうぞ。 

○平林特殊関税等調査室長  ありがとうございます。服部委員のご指摘のとおり、仮に

期間が延長することになれば、当然最終決定によって決まることですが、今の49.5%、

73.7%の値を継続して課税するということになります。この調査の過程において、そもそ

もダンピングが行われているのか当局もしっかりと確認しなければいけません。現在、韓

国産の輸入貨物の状況と、中国が仮に日本に入ってきたときに、そのおそれがあるのか否

かという点についても確認しなければいけませんので、現状、ダンピングが行われている

のか、ダンピングのおそれがあるのかというところについて調査をしていくというところ

で、今回この資料においても申請者から主張がなされたところでございます。 

○川瀬小委員長  ありがとうございます。服部委員、それでよろしいですか。 

○服部委員  ありがとうございます。今の質問については明確に回答いただいてありが

とうございます。今おっしゃっていたように、中国産は一応輸入がなくなっている。そう

いう意味では、この73.7%の課税がなくなったらまた復活するかのおそれを調査されると

いうことなのですが、ちなみに、韓国産と中国産と同じ供給者・系列ということはあるの

ですか。 

○川瀬小委員長  平林室長、どうぞ。 

○平林特殊関税等調査室長  前回の調査におきましては、韓国に本社を置く中国の子会

社が日本に輸出しているので、中国産の輸入貨物に対してもアンチダンピング関税を課し

ているというのが現状です。 

○服部委員  ありがとうございます。その意味では、韓国産と中国産は完全に切れてい

るわけでもないという関係も含めて、おそれの認定判断がされていくということになるの

かなと思いました。 

○川瀬小委員長  どうもありがとうございました。三石委員、どうぞ。 

○三石委員  水酸化カリウムの輸入量のところで、今回の提言自体は、私は全く異存な

く賛成です。なお、この調査では輸入量の動向の中で韓国と中国の二か国を対象としてい

ますが、その他の国の部分も最近はかなり増えています。それらに関しても、適切な競争

の中で増えてきているのか、それとも、ダンピングに近いのだけれどもグレーなのかとい

うところを含めて、一緒に見ていく必要があります。貿易は多角的に、片方だけ抑えてい
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ても別のところから入ってくるということもありますので、なかなか大変だと思うのです

が、調査をしていただければと思います。 

○川瀬小委員長  今のはコメントと承ればよろしいですか。 

○三石委員  それで結構です。 

○川瀬小委員長  分かりました。平林室長、指摘がございましたので、調査に際しては

どうぞ御留意いただきたいということで、よろしくお願いします。 

○平林特殊関税等調査室長  ありがとうございます。 

 

4. アンチダンピング措置の共同申請及び団体申請の活用促進に関する研究会の開催状況

について 

 それでは、次の議題に移らせていただきます。アンチダンピング措置の共同申請及び団

体申請の活用の促進に関する研究会を開催しており、先日の第1回目の会合では非常に活

発な議論がございました。その開催状況について、平林室長からまず御説明をお願いした

いと思います。 

○平林特殊関税等調査室長  承知しました。アンチダンピング措置の共同申請及び団体

申請の活用促進に関する研究会の開催について、資料4に基づいて御説明させていただき

たいと思います。 

 昨年の12月の産構審小委員会の場で、産業界の委員の方を中心に御指摘があった点、ま

た我々としても常に懸念点として感じていたところについて取り上げていただいたところ

でございます。このときの問題意識としては、まず、複数の事業者または事業者団体によ

る申請に当たって、意思決定のための事業者間の調整に係るコスト、または価格、収益と

いったような機微な情報交換に係るコンプライアンス上の懸念が生じるのではないか。こ

の懸念が申請への萎縮効果につながっており、結果としてアンチダンピングという措置が

十分に活用されない幾つかの要因の1つではないかと指摘がなされたところでございます。

この問題意識を踏まえて、川瀬小委員長に座長をお願いさせていただき、各先生方にお声

がけをさせていただいたところです。 

 研究会の委員の方々につきまして、神戸大学の川島先生は、通商法と競争法を御専門と

している先生でございます。神戸大学の泉水先生、阪大の武田先生におかれましては、競

争法の権威の方でございまして、公取委の研究会にもよく御出席され、御発言をいただき、

この道の専門の方でございます。また、実業界からの視点で、3名の弁護士の先生方にも
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御参加いただいております。先ほど川瀬小委員長から御紹介もありましたが、長島・大

野・常松の服部先生、西村あさひの藤井先生、またアンダーソン・毛利・友常の中川先生

に御参加いただいております。 

 今回の研究会の概要は「アンチダンピング措置の概要と申請プロセスについて」を御覧

いただければと思います。 

 申請のプロセスに当たっては、大きく3つの段階に分けて考えられると整理しておりま

す。 

 初期段階として、競争事業者間でＡＤ措置の共同申請について、まず意思疎通が行われ

るであろうということと、共同申請を検討する際には、必要な最低限の情報交換、ダンピ

ング輸入品に苦しめられているといったような、主に定性的な情報かと思いますが、こう

いった事実の交換がなされると思います。 

 次に、中期段階ということで、具体的にその勝算があるのか否かというところを検証し

てみよう。ＡＤ申請ができるのか否かというところについて、より踏み込んで検討してみ

ようということで、販売価格、生産高、国内販売量、売上量、営業利益等、いわゆる機微

情報に当たる情報を収集して合算し、検証していくプロセス、ダンピングの情報の収集等

が必要になってくるかと思います。 

 最後の後期段階として、申請書を具体的に作成する段階であると整理しておりまして、

その際に必要な損害15指標、ユーザーサイドから輸入品を引き合いに出された情報や、踏

み込んだ情報が必要として、3つの段階に分けて整理をしております。 

 共同申請の仮想事例に関しましては、先ほどの考え方をベースに、我々がよく御相談を

受ける内容等を踏まえながら、論点を5つ取り上げて御議論いただいているところでござ

います。 

 論点1といたしまして、同業他社間ではどのように申請へのプロセスを進めればいいの

かということで提起しております。2点目といたしまして、弁護士費用を極力低く抑える

ことができないかといったようなコストの面について焦点を当てております。論点3とい

たしまして、業界としてコンセンサスを醸成するための工夫はないだろうかといったとこ

ろを論点として上げております。論点④といたしまして、社内の理解を得るためには何が

効果的なのか、各事業者内の社内にフォーカスしております。最後、論点⑤でございます

が、こちらは業界団体に焦点を当てて取り上げています。具体的に各会員企業に対してど

のような付加価値を提供できるのか、公開情報であればいいのか、各企業のデータを丸め
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て提供することはいかがなものか、そういった情報をそもそも業界団体で分析するという

ことは、独禁法との関係ではどうなのだろうかといったような問題提起をしながら、コメ

ントをいただいているといったところでございます。 

 先ほど川瀬小委員長から御紹介がありましたが、8月26日に既に第1回を開いております。

第2回は9月の下旬を考えておりまして、全2回で取りまとめていき、適切な形で公表でき

ればと考えています。 

 議事要旨のところに移りたいと思います。幾つか主立ったコメントをこの場で紹介させ

ていただきたいと思います。 

 まず、同業他社との接触についてという論点でございます。リスクを軽減する方法とし

てはということで、機微情報を交換しないで、公表情報や民間データ会社の有するデータ

ベースを使う、営業部を使わないようにして経営企画部や法務部が他社との間で情報交換

する。こういった形であればリスクが軽減できるのではないかといったような泉水先生の

御発言がございました。 

 また、武田先生からは米国の事例を御紹介いただいております。アメリカの国際事業活

動ガイドラインではＡＤ申請についてどこまで競業他社と情報交換することができるのか

といった記載がなされているという御紹介がありました。ノア・ペニントン法理――これ

は国に対する請願権の考え方を整理したものでございますが――で保護されるのはＡＤ申

請に必要不可欠な情報である。それを超えるものについては保護の対象外になるとの御紹

介がありました。また、独禁法の意思の連絡に関する懸念がある場合には、第三者に情報

集約、もしくは営業部を情報共有主体に入れない選択肢も考えられるとの御発言もいただ

いております。 

 服部先生からの御発言でございますが、Ｍ＆Ａの例と入札の例の紹介がございました。

共同申請に当たっての意思確認は、ＡＤ申請においてほぼ必須であるということから、前

者、つまりＭ＆Ａと同様の考え方に整理されるのではないかといった御発言がございまし

た。 

 藤井先生からは、ノア・ペニントン法理について言及がございまして、機微情報の交換

を伴わないＡＤ申請の検討は独禁法上問題ないということで、実務上問題があるのは機微

情報のやりとりであって、共同で申請をするということのやり取りについては問題ないの

ではないかといった考え方が示されております。 

 川島先生におかれましては、ＡＤ申請はそもそも独禁法上の事業活動に当たらないので
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はとの御発言もございました。 

 同業他社との情報共有についてといった論点でございますが、藤井先生から、情報の粒

度が1つの重要なパラメータである。例えば具体的な数字を出さないで、方向性または傾

向、トレンドといったものにとどめるというのも1つの方法ではないか。現場の声に関し

ても、通関統計とか輸出国の価格が分かっている中で、輸出国企業の価格に対抗してほし

いという話があるかという程度であれば、独禁法にも問題は生じないのではないかといっ

たような御発言もございました。 

 また藤井先生の御発言の御紹介でございますが、コストの懸念についての論点でござい

ます。この点につきまして藤井先生からは、ＡＤ申請に当たってのコストとベネフィット

の比較考量で進めていくべきではないか。先ほど御覧いただきました水酸化カリウムを例

に取れば、平成28年から輸入量が減少したといった事例がございますが、ベネフィットが

大きければ、社内のリソースを使うことへの理解も得られる。そういった意味で投資とい

った考え方、感覚を持つことができれば、よりＡＤ申請は活性化されるのではないかとの

発言もございました。 

 最後、事業者団体のＡＤ申請への関与についてというところですけれども、泉水先生か

らは、企業が特定されない形で総量や平均値を提供することは問題ないのではないか、と

のご指摘がございました。 

 中川先生からは、事業者団体で弁護士を早めに雇ってもらうことが共同申請を進める上

で重要になるのではないか。いずれにせよ生データの統合が重要とのご指摘がございまし

た。 

 少し長くなりましたが、研究会の内容を御紹介させていただきました。 

 以上でございます。 

○川瀬小委員長  どうもありがとうございました。私も当日、座長として参加させてい

ただきましたけれども、議論されたことの概要は今、平林室長から御紹介があったとおり

でございます。ここまで皆様の御協力で予定時間よりも議事が大分早く進んでおりますの

で、どうぞ自由に御発言ください。中谷委員、御発言ですか。 

○中谷（和）委員  質問とコメントです。質問は、米国において共同あるいは団体のＡ

Ｄ申請というのが米国の競争法違反となる例というのは結構あるという理解でよろしいの

ですか。 

 コメントは、ＡＤ申請は個別企業や団体、業界の利益保護にとどまらず、公正な貿易を
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維持するという重要な国益に資する行為となり得るというようなことを経産省で公取委に

説明されていると思いますけれども、そのことを公取委が十分理解していただくようにす

ることが大事なのだろうということで、頑張ってください。 

 以上です。 

○川瀬小委員長  ありがとうございました。平林室長、お願いします。 

○平林特殊関税等調査室長  ありがとうございます。コメントの点について御紹介させ

ていただきたいと思うのですが、公正取引委員会とはこれまでも何度かやり取りを続けて

きたところでございます。特にアンチダンピングの観点から競争当局とこういった形で議

論してきたのはあまりないのではないかということで、アンチダンピングの考え方を一か

ら御理解いただくために、細かく説明をしているところでございまして、うまくビルドア

ップしていく形でこの研究会に参加していただければと思っておりまして、第2回の9月の

終わり頃に開催する研究会においても担当課長に御出席いただいて、本件に関する独禁当

局の考え方を御紹介いただく予定になっております。 

 1点目のアメリカはどういう状況なのかというところ、先ほど武田先生の御発言を御紹

介させていただきましたけれども、アメリカにおいてＡＤ申請は、国に対する請願権とほ

ぼ同じということで整理されております。アメリカにおいては、共同申請に当たって、今

我々が問題をクリアにしようとしている点について、特に問題になっているわけではござ

いません。したがって、ノア・ペニントン法理で示されている、国に対する請願権の保護

という考え方が日本にも導入されてくるのが好ましいことでありますけれども、少し踏み

込んだ発言にはなってしまいましたが、この点についても今、研究会の先生方に御議論い

ただいているところでございます。 

 以上です。 

○中谷（和）委員  ありがとうございました。 

○川瀬小委員長  ありがとうございました。ほかの委員、御質問、コメントございまし

たら、ビデオをオンにして挙手をお願いいたします。 

○和田委員  よろしいでしょうか。 

○川瀬小委員長  どうぞ、和田委員。 

○和田委員  経団連の和田と申します。今回から初めて参加させていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

 今回、この研究会で御検討いただいているアンチダンピングの共同申請あるいは団体申
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請について、問題意識で御説明いただいたとおり、やはり価格や生産量など、非常に機微

に触れる話を競争業者同士がやり取りするのは非常に困難だと思っておりますので、どう

したらアンチダンピング申請をきちんと、独禁法上の問題を生じさせずにできるかという

ことについて御検討いただくのは大変ありがたいことだと思っています。 

 カリ電解工業会が何度もアンチダンピングの申請を近年出しておられると、前半の御説

明から認識したのです。このように実際に活用できている団体、しかも100％国内生産者

が参加している団体で実際に活用できているという事例を、差し支えない範囲で、具体的

にどういう工夫をされてできたのかとか、研究会の先生方が認識されていればいいのです

けれども、参考までお伺いしたく。 

 あと、団体の中には国内生産者だけではなくて、団体のつくりによっては輸入に関わっ

ている業者も団体に参加している可能性もあると思うのです。団体の構成員の中で国内生

産者と輸入業者との間で利益相反があって、団体が場として本当にふさわしいのかどうか

という問題があるかもしれないので、そういう場合、どのように気をつけて取り扱うこと

ができるかということについても、御示唆をいただければと思っております。 

 検討の成果が出されたところで、業界団体の皆さんとか企業の皆さんにも、こういう形

でアンチダンピングを申請できるのではないですかということを広報することは非常に重

要と思っておりますので、ぜひ広報の機会について御検討いただきたいと思っております。

その関係で経団連でお手伝いできることがあれば、もちろん検討させていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

○川瀬小委員長  どうもありがとうございました。平林室長、よろしくお願いします。 

○平林特殊関税等調査室長  ありがとうございます。カリ電解工業会は、炭酸カリウム

及び水酸化カリウムについて、業界団体として申請の求めがありました。カリ電解工業会

に加盟している企業のうち、炭酸カリウムを生産している者もしくは水酸化カリウムを生

産している者の全てが申請に同意しているということで、結果として、資料にも書いてあ

るとおり100％という数字になっていますが、こういうケースであれば特に問題は生じな

いと考えております。どのように意思決定プロセスをしてきたのかというところについて

は、我々は申請代理人、弁護士の先生を立てて調整を図ってきたと聞いております。 

 先ほど、泉水先生の発言を紹介させていただきましたが、弁護士の先生方に依頼して、

情報を弁護士の先生に集約していくということが一番有効な方法であるということで紹介

されています。今回のカリ電解工業会においても同じような形で申請を行っているという



- 20 - 

 

のがございます。 

 当然、法律事務所にお願いすれば、そこでまたコストが発生しますので、どの時点から

弁護士の方に入っていただくのか、最初の時点から入っていただくのかは論点となります。

たまたまカリ電解工業会においては先生を申請代理人ということで相談を最初からしてい

たのが現状でございます。 

 業界団体といったときには、全てが生産者であるときもあれば、輸入者の方が入ってい

たり、様々な企業の方々が同じ業界団体の中でメンバーとして入っていたりなど、様々な

状況があるかと思います。全体の合意をどう取るかについては、例えばペットボトルの原

料、ポリエチレンテレフタレートの申請のときは、業界団体というよりは、申請企業が連

名という形で申請をしていまして、複数の事業者で申請をするときは、業界団体でなけれ

ばならないというものではございませんので、幾つかのやり方を工夫しながら申請をされ

ているというのが、少ない件数ではございますが、これまで事例がございます。 

○和田委員  ありがとうございました。 

○川瀬小委員長  ほかの委員から何か御質問、コメントなりございましたら、お願いい

たします。岩城委員、どうぞ。 

○岩城委員  アンチダンピングと独禁法の関係というのは大変関心のある領域でござい

ますので、それについての検討が進んでいるというのはすごく心強いと思っておりまして、

大変興味深く、今日の後半の、詳細な各先生方の意見も拝聴させていただきました。それ

に関連して、貿易商社の業界団体として、この問題についての関心の観点から3点ほどあ

るのですが、1つ目は感想です。アメリカの様子を今回聞かせていただいて、すごく理解

が深まったというか、幅が広がった感じがございまして、アメリカの対応に加えて、もし

そのほかの国、ヨーロッパなど、全然体制が違うかもしれませんけれども、よく対象相手

国になってくるアジアの、それこそ韓国、中国も含めて、各国業界の対応の仕方みたいな

もの、それを支える法体系や制度のようなものがもし分かるようでしたら、ありがたいと

思いました。 

 2つ目は、仮想事例という形で書かれてあった資料が大変分かりやすくて、仮想事例と

いいながら、実際の事例に近いことを想定されたのだと思うのですが、さらに実際の事例

として幾つか重なってくると、申請する側の者としては、ＡＤ申請に対し申請する気にな

るためのサイドツールとしてはより充実するのではないかという感じがしましたので、こ

の点についてもぜひ事例集みたいなものをたくさん作っていただければ、非常に理解が進
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むかなと思いました。 

 3つ目は、弁護士に頼むというのはすごくよく分かるのですけれども、会社の営業部門

でなくてコーポレート部門が集まって、機微ではない情報をベースにというところは、や

りようによってはできるかもしれないと思う反面、ちょっと危ない橋かもしれないと思う

反面でもあります。ここは逆に言いますと、貿易会は実際にはコーポレート部門が集まっ

ていろいろ議論をしているような団体ですので、もしそこで問題に着手できるのか、それ

ともやはり弁護士に依頼することになるのかというのは、実際の使い方にとってすごく大

きな分水嶺になるかと思いますので、この点について検討結果を、もう少し詳しく教えて

いただければ大変ありがたいと思いました。 

 以上3点でございます。よろしくお願いします。 

○川瀬小委員長  どうもありがとうございました。御要望が多かったように聞こえまし

たけれども、そこも含めて平林室長、何かございましたら。 

○平林特殊関税等調査室長  ありがとうございます。先ほど武田先生から御紹介のあっ

たアメリカの事例について触れさせていただいたところですけれども、アンチダンピング

の先進国といいますか、最も多くを使っているのがアメリカ、あとＥＵがその1つかとい

うことで挙げられるかと思います。 

 御紹介になりますが、先ほどの5ページの武田委員の御発言です。独禁法上の情報公開

に関してはということで、アメリカの司法省とＦＴＣの水平協力ガイドラインや、ＥＵに

おいては水平協力ガイドラインで幾つか情報の取扱いについても整理がなされているとい

ったところも、この関連で御紹介させていただきたいと思います。 

 もう一つは、実際に弁護士の先生を入れなくてはいけないのかといったところについて

ですけれども、必ずしもそうではないといったところでございます。これは議事概要なの

で詳細なところは省かせていただいているのですけれども、6ページ目の中川先生の御発

言を御覧いただければと思いますが、クリーンチームといった表現が出てくるかと思いま

す。これは机上の理屈だというところと、実際にできるのではないかというところと、

様々な評価はあれ、クリーンチームという形で営業部門の人材を外して、経営企画とか法

務部の人間が機微情報に触れない形で入る、もしくはそこに弁護士が同席して議事録を取

るなど、幾つかいろいろな、必ずしも弁護士の先生方に入っていただかなくてはいけない

といったような形ではない方法もあるのではないかという議論もなされているところでご

ざいます。こういったところについては、何であれば問題なく、何であれば問題かといっ
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たところは、独禁当局としても示すのがなかなか判然としないところではありますけれど

も、考え方はいろいろとあるというのは議論の中でもお話ししているところです。 

 以上です。 

○川瀬小委員長  どうもありがとうございました。岩城委員、いかがですか。 

○岩城委員  どうもありがとうございました。引き続き、検討状況なりをフィードバッ

クしていただくのは大変ありがたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○川瀬小委員長  どうもありがとうございました。ほかの委員、何か御質問ありました

ら、あるいは御意見ございましたら。河辺委員、どうぞよろしくお願いします。 

○河辺委員  質問や要望ではないのですけれども、コメントとしまして、こちらの研究

会につきましては、経産省のホームページで拝見しまして、非常に関心を持っておりまし

た。この研究会を歓迎する意向を持っておりまして、ますます議論が深められることを期

待しています。また、公開される資料とか、講演会などを開催されるような予定がござい

ましたら、ぜひ会員企業に情報共有したいと思っております。個社で180社弱ございます

ので、より多くの一般の方々に知っていただく機会を提供できればと考えている次第です。 

 以上です。 

○川瀬小委員長  どうもありがとうございました。ＡＤの申請に関してはいろいろ広報

活動を私も過去何年かにわたってお手伝いしておりますので、またその機会にでもこの成

果をフィードバックするということで、平林室長、よろしいですか。 

○平林特殊関税等調査室長  そうですね。ありがとうございます。近々広報させていた

だこうと思っているのですけれども、10月27日にウェビナーという形で、具体的な申請に

向けた方法、我々のホームページにあるいろいろなツールをこのように活用していただく

と簡単にできますよ、これを相談にまずはつなげる意味で、ぜひ使ってくださいといった

ようなウェビナーを開催しようと思っているのですが、その際にも今回の研究会の成果も

併せて御紹介したいと思っております。 

○川瀬小委員長  ありがとうございます。手が挙がっております。三石委員、お願いし

ます。 

○三石委員  研究会自体は私も非常に興味深く見させていただきました。内容をどんど

ん深めていただいたら良いと思います。何年か委員を継続して気がついたのは、いただい

た最後の資料の10ページに出ています世界・日本におけるアンチダンピング措置の活用状

況というところです。頑張っていただいていることは十分分かるのですが、まだ被発動件
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数に対して実際の発動件数が非常に少ない。この部分はなかなか大変かと思います。 

 私のコメントは、農林水産物についても少しどこかで御検討いただけないかなというこ

とです。例えば今、農林水産省との協力の上で、国を挙げて日本産の農林水産物を外に輸

出しようとしています。一方、去年の今ごろ、フィリピンの農業団体が外国産の米に対し

て不当廉売の調査要請を出しています。日本が思い切って農林水産物を出したときに、日

本産のものはかなり付加価値がついていて高いのですが、それでも先のようなことが起こ

り得る。それから、海外から製造業の工業製品以外にも農産物がたくさん入ってきたとき

に、これにアンチダンピング措置を適切に活用しないと、長期的に日本の農産物がなくな

ってしまう。こういうこともあり得ます。ですから、工業製品と同時に、ぜひそこは経済

産業省と農林水産省でうまく共同して、農産物に関しても適用できるはずですので、流れ

をうまく作っていただきたいというコメントです。 

 以上です。 

○川瀬小委員長  北米のケースですけれども、例えばトマトですとか、ニンニクなどＷ

ＴＯに上がってきている案件でも、オリーブオイル、オレンジジュース、牛肉、お米など

のケースはいっぱいありますので、可能であれば農水省とそういう連携を取って制度活用

していただくということもぜひ考えていただいたらいいと思います。 

 そのほかの委員から何かコメント、御質問ございましたら、宮﨑委員。 

○宮﨑委員  どうもありがとうございます。御存じのとおり鉄鋼業界では、ＡＤ申請の

検討は行っているものの正式なお願いに上がったことがない中ですが、今後も日本国内で

鉄鋼生産を継続するためにＡＤ措置を活用させていただきたいと思っていますので、この

ような研究会の中で独禁法との関係を整理いただくことは、著しく大きな影響があり、大

変にありがたいと考えています。ほかの方々からもお話がありましたとおり、ぜひとも、

社内のどの職場の人間が、いつ、どの情報までを日本他社と情報交換した上で、ＡＤに向

けた検討を行って良い、という辺りのところまでのメルクマールを示していただけるとあ

りがたいです。日本鉄鋼連盟の中に公正貿易委員会という組織があり、毎月の輸入状況な

どをモニタリングしていますが、一歩進めて、弁護士の先生に御相談に行く前に、少し詰

めたところでの打合せをしたいというニーズがありますので、具体的なアドバイス、御示

唆をいただけるとありがたいと思っています。ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○川瀬小委員長  ありがとうございました。渡井委員、どうぞ。 
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○渡井委員  私も関連して、一言だけ感想を申し上げたく思います。ＡＤ共同申請の仮

想事例を挙げて頂いたのは、既にお話に出ておりますように、非常に分かりやすいもので

あると思います。結局は、どこまでのことをすると独占禁止法に抵触するのかが分かりに

くいという点が問題であると思いますので、イメージとしては、ノーアクションレター制

度のような形で、公正取引委員会に対してということになってしまうのかもしれませんが、

申請をする側からのアクセスを可能にして、それに対して分かりやすい説明が得られると

いう制度、あとは広報がやはり大切なのではないかという印象を持ちました。 

 以上でございます。 

○川瀬小委員長  ありがとうございます。そのほか、コメント、御質問ございましたら、

どうぞ御自由に。よろしいですか。 

 それでは、これで事務局で用意いたしました議事は全てということになりますが、その

ほか含めまして、風木部長、どうぞ。 

○風木貿易管理部長  独禁法のクラリフィケーションの話が非常に活発な議論をいただ

きまして、ありがとうございました。経団連の和田委員、貿易会の岩城委員、日化協の河

辺委員、日本製鉄の宮﨑委員ほか、先生方、団体の方々からも非常にサポーティブな御意

見をいただきましたので、これはぜひ貿易管理部全体としても、しっかり広報と分かりや

すい事例の公表を、公取委とも次回連携してやることになっていますので、進めたいと思

います。これまで取り組んでこなかったのが不思議で、ノア・ペニントン法理は昔から、

20年以上前から出ていた話だと思いますが、まさに時宜を得ているのではないかと思いま

すので、これはいいきっかけにしたいと思いますので、ぜひ座長を含め、御協力いただき

たいと思います。 

 それから、三石委員からあった農産品の話も実は長年の課題で、かつてセーフガードも

暫定まではトライしたことがあって、私どもとしても実は人事交流などもしていて、かつ

て農水省にもいろいろな働きかけをしたり、逆に働きかけをもらったりしていまして、今

日の御指摘もありましたので、また具体的に連携を私のところでも進めていきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。もし先生のほうからこの品目だとか御示唆があ

れば、それはそれでまたしっかりつないでいきたいと思いますので、ぜひよろしくお願い

いたします。 

 私からは以上でございます。ありがとうございました。 

○川瀬小委員長  ありがとうございます。これで議題は全てでございます。ほかに何か、
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委員の皆様方から、今日の議題に関係しまして全て、どうぞ何でも御発言ください。よろ

しいですか。事務局のから何かございますでしょうか。 

○平林特殊関税等調査室長  ございません。 

○川瀬小委員長  本日は、長い時間活発な御議論をどうもありがとうございました。ま

たこの委員会で引き続き議論をさせていただきたいと思います。では、これをもちまして

終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

 


